
 湯っくり館利用料金表 

                     ［通所介護］            2019年 12月 1日～ 
◇通所介護費 

項 目 要介護度 金額／日 項 目 要介護度 金額／日 

２時間以上 

３時間未満 

要介護１    ２６７ 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３６４ 

要介護２    ３０７ 要介護２ ４１７ 

要介護３    ３４７ 要介護３ ４７２ 

要介護４    ３８６ 要介護４ ５２５ 

要介護５    ４２６ 要介護５ ５７９ 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１    ３８２ 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５６１ 

要介護２    ４３８ 要介護２ ６６３ 

要介護３    ４９５ 要介護３ ７６５ 

要介護４    ５５１ 要介護４ ８６７ 

要介護５    ６０８ 要介護５ ９６９ 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１    ５７５ 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１   ６４８ 

要介護２    ６７９ 要介護２   ７６５ 

要介護３    ７８４ 要介護３   ８８７ 

要介護４    ８８８ 要介護４ １，００８ 

要介護５    ９９３ 要介護５ １，１３０ 

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ ６５９ ◇食費 

項 目 食事内容 金額／日 

食事代 
普通食 ６００ 

治療食（糖尿食・潰瘍食・腎臓食） ６５０ 

昼食キャンセル料 ３５０ 
 

要介護２ ７７９ 

要介護３ ９０２ 

要介護４ １，０２６ 

要介護５ １，１５０ 

◇加算・減算 

項目 金額／回 要 件 

通所介護入浴介助加算 ５０ 入浴介助を行った場合 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ５６ ご契約者の居宅を訪問した上で、生活機能維持・向上に資する個別機能訓練

計画を作成し、その計画に沿った機能訓練を行った場合 

若年性認知症利用者受入加算 ６０ 若年性認知症の方にサービスを行った場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ １８ 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 50％以上の場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ １２ 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 40％以上の場合 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 

５９／１０００ 

厚生労働省で定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いる事業者の場合（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

 

所定単位数の 

１０／１０００ 

厚生労働省で定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いる事業者の場合（１月につき）                                  

項目 金額／片道 要 件 

施設送迎減算 △４７／片道 送迎を行わない場合 

※ 上記の加算・減算においては、項目に該当する方または要件の内容によって加算・減算となります。 

※ 食事代については昼食以外の飲食代（おやつ・飲み物等）も含まれます。 

※ 治療食については、疾病等により食事制限の必要な方が対象となります。 

◇その他（オプション代） 

項   目 金 額 項目 金額 

当日キャンセル料 ３５０／回 処置材料費 ガーゼ（Ｌ） ７０／枚 

理美容代 

（月・火・金） 

顔・髪 １，５００／回 ガーゼ（Ｍ） ６０／枚 

顔剃りのみ １，０００／回 防水フィルム（Ｌ） ２００／枚 

オムツ代 装着型紙オムツ １５０／枚 防水フィルム（Ｍ） １００／枚 

紙パンツ １５０／枚 コピー代 １０／枚 

紙パッド ５０／枚 教養娯楽費 実費 

※ 教養娯楽費については、利用者様のご希望を確認した上で提供された場合にのみ実費となります。 



湯っくり館利用料金表 

［介護予防通所サービス］ 

2019年 12月 1日～ 

◇通所型サービス費 

要支援度 金額／月 

要支援１ 

事業対象者 
１，６５５ 

要支援２ ３，３９３ 

◇加算 

項目 金額／月 要 件 

若年性認知症利用者受入加算 ２４０ 若年性認知症の方にサービスを行った場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 
要支援１ ７２ 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 

50％以上の場合 要支援２ １４４ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 
要支援１ ４８ 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 

40％以上の場合 要支援２ ９６ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数の 

５９／１０００ 

厚生労働省で定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施している事業者の場合 

（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 
所定単位数の 

１０／１０００ 

厚生労働省で定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施している事業者の場合 

（１月につき） 

※ 上記の加算においては、項目に該当する方または要件の内容によって加算となります。 

◇食費 

項 目 食事内容 金額／日 

食事代 
普通食 ６００ 

治療食（糖尿食・潰瘍食・腎臓食） ６５０ 

昼食キャンセル料 ３５０ 

※ 食事代については昼食以外の飲食代（おやつ・飲み物等）も含まれます。 

※ 治療食については、疾病等により食事制限の必要な方が対象となります。 

◇その他（オプション代） 

項   目 金 額 

当日キャンセル料 ３５０／回 

理美容代 

（月・火・金） 

顔・髪 １，５００／回 

顔剃りのみ １，０００／回 

オムツ代 

装着型紙オムツ １５０／枚 

紙パンツ １５０／枚 

紙パッド ５０／枚 

処置材料費 

ガーゼ（Ｌ） ７０／枚 

ガーゼ（Ｍ） ６０／枚 

防水フィルム（Ｌ） ２００／枚 

防水フィルム（Ｍ） １００／枚 

コピー代 １０／枚 

教養娯楽費 実費 

※ 教養娯楽費については、利用者様のご希望を確認した上で提供された場合にのみ実費となります。 


